
船舶事故調査報告書 

令和６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年１０月２２日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 香川県小豆島
しょうどしま

町大角
おおかど

鼻南方沖 

 大角鼻灯台から真方位１５２°４０７ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２５.８′ 東経１３４°２０.４′） 

事故の概要  プレジャーボートNA
ナ

SU
ス

Ⅲは、東北東進中、また、プレジャーボート

F
エフ

. S S K
エスエスケー

は、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年１２月１９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート NASUⅢ、５.５トン 

   ＯＹ２－７４５（漁船登録番号）、個人所有 

   第２４３－３７６８８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート F.SSK、２.６トン 

   ２６０－５００５１兵庫、飾磨整備株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部に破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ干潮時 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣りを行う

目的で岡山県玉野
た ま の

市宇野港を出港し、香川県高松市庵治
あ じ

漁港北方沖で

釣りを行った後、小豆島町小福部
こ ふ く べ

島南東方沖の釣り場に移動した。 

 船長Ａは、魚群探知機に魚影があまり映っていなかったので小豆島

町風ノ子
ふ の こ

島付近の釣り場に移動することとし、小豆島町大角鼻南方沖

に向け、約１８ノットの対地速力で東北東進を開始した。 

 船長Ａは、操縦席に腰を掛けて前屈
かが

みになり、操舵リモコンにより

手動操舵で航行を続け、大角鼻南方沖に差し掛かった頃、突然、衝撃

を感じ、Ｂ船と衝突したことを認めた。 

Ａ船は、船長Ｂの通報により来援した海上保安庁の巡視艇の指示に

従い、自力航行で小豆島町坂手港に入港した。 

 船長Ａは、本事故後、操縦席で前屈みになった姿勢で前方を見る

と、操舵室前面窓中央に設置された旋回窓の中心にあるモーター部分

が水平線の高さとなって死角が生じることを知り、本事故当時、Ｂ船



 

が同死角に入っていて認識できなかったと思った。 

 船長Ａは、ふだん、操縦席で背筋を伸ばして操船するようにしてい

たが、本事故当時、無意識のうちに前屈みになって操船していた。 

 船長Ａの健康状態は、本事故当時、良好であった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りを行う目的で、兵庫県姫路

市妻鹿
め が

漁港を出港し、大角鼻南方沖の釣り場に到着し、船首を南東方

に向けて漂泊した。 

 船長Ｂは、右舷船尾にある座席に腰を掛け、右舷船首方（南南東

方）を向いて釣りを開始した。 

 船長Ｂは、漂泊を開始した時、東進してＢ船に接近するＡ船を右舷

船尾方に認めたが、Ａ船がＢ船の船尾方を通過するように見えたの

で、漂泊したまま釣りを続けた。 

 船長Ｂは、しばらくして右舷船尾方を見たところ、Ａ船は、距離が

約３００～４００ｍで、Ｂ船の船尾方を通過するように見えていた

が、その約３０秒後に右舷船尾方を見たところ、Ａ船が間近に迫って

いることを認め、どうすることもできず、Ａ船の船首部とＢ船の右舷

船尾部とが衝突した。 

 船長Ｂは、本事故の発生を１１８番通報し、来援した海上保安庁の

巡視艇の指示に従い、自力航行で坂手港に入港した。 

分析  Ａ船は、大角鼻南方沖を東北東進中、船長Ａが、操舵室前面の旋回

窓のモーターによって船首方に死角が生じる姿勢で航行を続けたこと

から、船首方で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

 Ｂ船は、大角鼻南方沖で漂泊中、船長Ｂが、右舷船尾方から接近し

てくるＡ船がＢ船の船尾方を通過すると思い、漂泊しながら釣りを続

けたことから、間近に迫ったＡ船を認めたもののどうすることもでき

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、大角鼻南方沖において、Ａ船が東北東進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、操舵室前面の旋回窓のモーターによって船首方に死角

が生じる姿勢で航行を続け、また、船長Ｂが、右舷船尾方から接近し

てくるＡ船がＢ船の船尾方を通過すると思い、漂泊しながら釣りを続

けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、自身の体勢によって死角が生じる場合は顔を左

右に振って死角を補うなど、常時、適切に見張りを行うこと。 

・船長は、漂泊中、他船が接近していることを認めた場合、安全に

通過すると予断せず、余裕のある距離を保って通過することとな

るよう他船の動静を監視し、必要に応じて注意喚起及び避航措置

を採ること。 


